












（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和５年４月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町

の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町の共同体制／

経営指導員の関与体制 等） 

 

         【本部長】吉野ヶ里町商工会 

              会長 福山 和彦 

 

 

【総指揮】吉野ヶ里町商工会 

事務局長 古賀 尚美 

 

      支援要請 

佐賀県商工    吉野ヶ里町商工会（本部）   吉野ヶ里町   吉野ヶ里町総務課 

  連合会      法定経営指導員       商工観光課     交通防災係 

      職員派遣等             連携・共有    共有・確認 

派遣協力 

要請・協力 

 

  県内外各商工会 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する

経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  貞包知寛 神埼郡吉野ヶ里町吉田 283-6 吉野ヶ里町商工会 経営支援課 

                            ℡：0952-52-4644 

 

① 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

    ・本計画の具体的な取り組みの企画、実行 

    ・本計画に基づく進捗の確認、フォローアップ、計画のブラッシュアップ（年１回） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町連絡先 

①商工会／商工会議所 

 吉野ヶ里町商工会 

  〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 283-6 ℡：0952-52-4644 

 FAX：0952-52-4624  Mail：yoshinogari@sashoren.or.jp 

 

②関係市町 

  吉野ヶ里町役場 商工観光課 

mailto:yoshinogari@sashoren.or.jp





